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　１月下旬に、昨年の実績を基に村･県民税の申告書
を郵送します。下記の「申告が必要な方」に該当する方
は、申告書が届かない場合でも必ず申告してください。
●申告が必要な方
▽給与や公的年金のほかに所得がある方
▽同一世帯の方の税法上の扶養になっていない無収入

の方や遺族年金･障害年金等の受給者
▽扶養控除等の追加がある方
●申告が不要な方
▽所得税の確定申告をした方
▽１か所から給与を受け、年末調整済みで、勤務先の

会社等が村に「給与支払報告書」を提出している方
▽同一世帯の方が申告しており、その方の税法上の扶

養に入っている方
▽公的年金所得のみで公的年金の年間支給額が148万

円以下（昭和32年１月２日以降に生まれた場合は98
万円以下）の方

村･県民税

　村･県民税の申告や確定申告をする場合、
特例制度は適用されません。改めて、ふるさ
と納税に伴う寄付金控除を含めた申告手続き
を行ってください。

【ふるさと納税「ワンストップ特例」の申請を
した方へ】

【下記の申告は太田税務署へ】

▽事業による収入が1,000万円以上の方 
▽退職所得を除く所得の合計が2,000万円を

超える方 
▽株･建物･土地等の譲渡所得申告 
▽青色申告 
▽初年度や特定増改築等の住宅借入金等特別

税額控除の申告 
▽ＦＸ等の先物取引の申告 
▽税務署の収受日付印が捺印された申告書の

控えが必要な方 
▽雑損控除･外国税額控除の申告等
▽仮想通貨の譲渡による所得のある方

「村･県民税（住民税）「村･県民税（住民税）のの申告」申告」
「所得税「所得税およびおよび復興特別所得税復興特別所得税のの確定申告」確定申告」を受け付けますを受け付けます

　令和４年１月１日現在、村内に住所のある方は「村･県民税の申告」が必要な場合があります。村･県民税等の申
告は、令和４年度の国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料等の算定の基となりますので、
令和３年中に無職･無収入の方も期間内に必ず申告してください。申告受け付けの日程など詳細は、本紙に併せ
て配布する折り込みチラシ「令和４年度村･県民税申告及び所得税の確定申告相談について」をご覧ください。

【問い合わせ】税務課住民税担当（☎282-1711 内線1117･1118･1119）

所得税および復興特別所得税

●対象
▽村内在住（令和４年１月１日現在）で、令和３年１月

から12月までに①営業等（その他の事業）による所
得、農業所得、不動産所得（貸地･貸家･駐車場等の
収入）②原稿料･講演料･互助年金等の雑所得や一時
所得（保険の満期等）③源泉分離課税が行われない退
職所得――のいずれかの所得（収入）があった方 

▽勤務先の会社等が、村に「給与支払報告書」を提出し
ていない方 

▽主たる給与所得（年末調整済み）以外の全ての所得の

●復興特別所得税について
　平成25年分～令和19年分の各年分につい
ては、所得税と併せて申告･納付する必要が
あります。復興特別所得税の額は、各年分の
基準所得税額（原則としてその年分の所得税
額）に２.１パーセントの税率を掛けて計算し
た金額です。

合計額が20万円を超える方
▽その他、所得税の還付を受ける方

場所▼原子力視察研修室（役場行政棟５階）
その他▼申告受け付け･申告相談は、お住まい

の地区により期日が指定されています。折り
込みチラシをご確認の上、指定の期日での来
場にご協力をお願いします。

期間▼２月10日（木）から３月15日（火）まで

受付時間▼午前８時～午後３時

※相談開始は午前９時からとなります。


